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１ 計画の策定にあたって 

 

 

 

１ 子どもの貧困対策に対する国の動き 

 

２ 本市の計画策定の背景と趣旨 



 
2 

 

 

【 貧困に関する国・県・市の動向 】 

 

 国 
愛知県 新城市 

 法律・制度 閣議決定等 

平成 25年 6月 

平成 26年 8月 

平成 27年 3月 

4月 

12月 

平成 28年 8月 

平成 29年 3月 

平成 30年 2月 

4月 

10月 

 令和元年 6月 

10月 

11月 

 令和 2年 3月 

4月 

令和 3年 2月 
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３ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新城市総合計画 

【主な関連計画】 

 
新
城
市
こ
ど
も
の
未
来
応
援
事
業
計
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 整
合 

整
合 

 
2020-2024 
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４ 計画に求められる新たな視点「ＳＤＧｓ」との関係 
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５ 計画の期間と対象 

 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

          

 

 

  

新城市こどもの未来応援事業計画 

第一期 

計画終了 

第二期 

計画策定 

第二期新城市こどもの未来応援事業計画 
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６ 子どもの貧困の定義 

【参考】子どもの貧困率の状況 

 平成 12 年 平成 15 年 平成 18 年 平成 21 年 平成 24 年 平成 27 年 
平成 30年 

旧基準 新基準 

子どもの貧困率（％） 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3 13.9 13.5 14.0 

相対的貧困率（％） 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1 15.7 15.4 15.7 

子どもがいる現役世帯（％） 13.0 12.5 12.2 14.6 15.1 12.9 12.6 13.1 

 大人が１人（％） 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6 50.8 48.1 48.3 

 大人が２人以上（％） 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4 10.7 10.7 11.2 

貧困線（万円） 137 130 127 125 122 122 127 124 

資料：厚生労働省「2019 年国民生活基礎調査の概況」 
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７ 計画の進行管理 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

子ども・子育て会議にて業

務の実施が計画に沿ってい

るかどうかを確認する 

従来の実績や将来の予測 

などを基にして業務計画 

を作成する 

実施が計画に沿って 

いない部分を調べて 

改善する 

計画に沿って業務を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 
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２ 本市の子どもの健康・生活の状況 

 

 

 

１ 本市の子どもと家庭の状況 

（１）生活保護受給世帯数の状況  

 

生活保護受給世帯数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：しんしろの福祉（各年４月１日現在） 

※「‰（パーミル）」とは、千分率のこと（１／1000） 

 

  

119 126 118 113 120

3.18
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3.36

3.01

3.32
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5.00

0
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200

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

（‰)(世帯)

世帯数 保護率
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18歳未満の子どものいる生活保護受給世帯数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：しんしろの福祉（各年４月１日現在） 
 
 

（２）児童扶養手当等受給者数の状況  

 

児童扶養手当等受給者数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：しんしろの福祉（各年４月１日現在）  

資料：しんしろの福祉（各年４月１日現在）
7

8 8

5

8

0

2

4

6

8

10

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

(世帯)

資料：しんしろの福祉（各年３月31日現在）

7,428 7,222 7,025 6,835 6,592

418 386 377 382 313

5.63 5.34 5.37 5.59
4.75

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

(％)(人)

０～18歳人口 児童扶養手当受給対象児童数

児童扶養手当 受給率
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（３）就学援助の状況（小学生・中学生）  

① 小学生 

 

就学援助の状況（小学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：新城市の教育 

② 中学生 

 

 就学援助の状況（中学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：新城市の教育  
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（４）世帯  

① 世帯数と１世帯当たり平均人数の推移 

 

世帯数と１世帯当たり平均人数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：新城市地区別住民基本台帳及び世帯（各年４月１日現在） 

 

 

② 一般世帯の構成と推移 

 

一般世帯の構成と推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

資料：新城市地区別住民基本台帳及び世帯（各年４月１日現在）

17,573 17,608 17,683 17,673 17,631

2.72
2.67

2.63
2.59

2.55

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年

(人)(世帯)

2,723 3,192 3,598 

3,174 3,395 3,601 

4,217 
4,310 4,176 

1,150
1,216 1,350

4,806 4,273 3,691

16,070 16,386 16,416

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成17年 平成22年 平成27年

（世帯）

単独世帯 夫婦のみの世帯

夫婦と子どもから成る世帯 ひとり親と子どもから成る世帯

その他の世帯

世帯数 １世帯当たり人員
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③ 母子世帯・父子世帯の世帯数の推移 

 

母子世帯・父子世帯の世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 
 

（５）市内小・中学校の不登校児童・生徒の人数及び在籍率の推移  

① 小学校 

 

市内小学校の不登校児童の人数及び在籍率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：新城市 学校教育課（各年３月３１日現在）  

213 214
195

31 26 27
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50
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200

250

平成17年 平成22年 平成27年

(世帯)

18歳未満の子どもがいる母子世帯数 18歳未満の子どもがいる父子世帯数

17 16
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1.32
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1.41
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0
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10
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平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

(％)(人)

不登校児童人数 在籍率
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② 中学校 

 

市内中学校の不登校生徒の人数及び在籍率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：新城市 学校教育課（各年３月３１日現在） 

 

 

（６）中学校卒業者の進学率  

 

中学校卒業者の進学率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：新城市 学校教育課（各年３月３１日現在） 

 

  

45 45 46
50

46

3.38
3.74 3.92

4.39
4.02

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

0

20

40
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平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

(％)(人)

不登校児童人数 在籍率

99.2 

98.6 98.5 
98.7 

99.8 

97.0

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

(％)
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資料：新城市こども未来課庁内資料

50 52
56 58

65

222

132
149

176 184

0

100

200

300

400

0

10

20

30

40

50

60

70

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

(回)(人)

8,323 
6,505 5,897 5,122 

2,686 

12,173 

10,438 

9,904 

3,073 3,876 

1,856

2,853

3,073

2,147 1,210

11,117
10,208

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

（件）

 

（７）ファミリー・サポート・センター会員数と活動回数  

 

ファミリー・サポート・センター会員数と活動回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：新城市 こども未来課 

 

（８）地域子育て支援センター利用者数  

 

地域子育て支援センター利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：しんしろの福祉  

会員数 活動回数

城北 千郷東 長篠 作手
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5 3 3 1 8 
3 1 1 

1 3 18
23

25

34

40

22

27 26

44

52

0

11

22

33

44

55

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

（件）
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20
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0
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50

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

(件)

 

（９）児童虐待対応件数の推移（内容別児童虐待対応件数）  

 

児童虐待対応件数の推移（内容別児童虐待対応件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：新城市 児童養育支援室 

 

（10）母子父子自立支援相談  

 

母子父子自立支援相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：新城市 児童養育支援室  

51 

43 

心理的虐待 身体的虐待 ネグレクト その他
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1 1

2 2

0
0

1

2

3

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

(件)

725
671 662 645

577

0

200

400
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800

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

(件)

 

（11）母子・父子家庭自立支援給付金  

 

母子・父子家庭自立支援給付金支給件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：新城市 児童養育支援室 

 

（12）母子家庭等医療費の受給状況  

 

母子家庭等医療費の受給状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：しんしろの福祉 
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２ 子ども・子育て世帯生活実態調査からみる現状 

○ 調査の概要 

① 調査の目的 

 

② 調査対象 

対象年齢 生年月日 

０歳 令和２年４月２日～令和２年 10月 31日 

２歳 平成 29年４月２日～平成 30年４月１日 

５歳（年長児） 平成 26年４月２日～平成 27年４月１日 

６歳（小学校１年生） 平成 25年４月２日～平成 26年４月１日 

10歳（小学校５年生） 平成 21年４月２日～平成 22年４月１日 

13歳（中学校２年生） 平成 18年４月２日～平成 19年４月１日 

16歳 平成 15年４月２日～平成 16年４月１日 

 

③ 調査期間 

 

④ 調査方法 

 

⑤ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

保護者 2,164通 1,732通 80.0％ 

小学校５年生 

中学校２年生 
715通 667通 93.3％ 
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⑥ 生活困窮層の設定について 

  
生活困窮層とは「困難さを抱える家庭」 生活貧困層と生活困窮層の関係 
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（１）アンケート調査結果 

① 家族としての絆 

 

家族としての絆が芽生えているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② この子を産んでよかったと思えるか 

 

この子を産んでよかったと思えるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 264

平成28年度調査 321

44.7

48.0

39.8

37.7

8.0

9.7

4.5

3.7

3.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 264

平成28年度調査 321

83.7

80.4

12.9

14.0

1.5

2.5

1.6

1.9

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③ 子どもの成長が楽しい 

 

子どもの成長が楽しいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 心の状態について 

 

はっきりした理由もないのに不安になったり、心配したりした 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 264

平成28年度調査 321

79.9

78.8

15.5

15.6

2.7

4.0
1.6

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全くない 少しだけ ときどき たいてい いつも 無回答

N =

全  体 264

未就学児保護者 66

小学１年生保護者 48

小学５年生保護者 52

中学２年生保護者 63

高校生保護者 31

37.1

42.4

31.3

34.6

34.9

45.2

29.2

27.3

35.4

28.8

30.2

22.6

22.0

21.2

22.9

23.1

22.2

19.4

4.9

4.5

4.2

7.7

4.8

3.2

4.9

4.5

6.3

1.9

4.8

9.7

1.9

3.8

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑤ 規則正しい生活 

 

規則正しく生活のリズムができているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 朝食を毎日食べている割合 

 

朝食を毎日食べている割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい どちらかといえばはい

どちらかといえばいいえ いいえ

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 264

平成28年度調査 321

37.9

35.2

40.2

47.0

11.4

13.4

4.9

2.2

5.7

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日食べる 週に3 、4 日は食べる

週に1 、2 日は食べる 月に数回は食べる

食べないまたはほとんど食べない その他

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 264

平成28年度調査 297

84.5

85.2

5.7

8.1

3.0

2.4

0.8

0.7

1.5

2.0

0.4

0.3

4.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑦ １日３食毎日食べている割合 

 

１日３食毎日食べている割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 歯みがきの習慣 

 

毎食後または朝晩磨いている割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

毎日食べる 週に3 、4 日は食べる

週に1 、2 日は食べる 月に数回は食べる

食べないまたはほとんど食べない その他

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 264

平成28年度調査 297

86.0

86.2

6.8

7.7

1.9

2.4

1.1

1.0

0.8

0.7

1.1

0.7

2.3

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎食後または朝晩磨いている １日１回磨いている

週に数回磨いている 月に数回磨いている

磨かないまたはほとんど磨かない その他

歯がはえていない 無回答

回答者数 =

令和２年度調査 264

平成28年度調査 321

64.0

55.8

26.5

34.9

2.7

3.1

0.4

1.2

1.9

1.6

1.5

1.6

1.5

1.9

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑨ 進学希望（児童・生徒） 

 

どの段階まで進学したいか（児童・生徒） 

 

＜生活困窮層＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜非生活困窮層＞ 

 

 

 

 

 

 

 

その理由は何ですか 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

希
望
す
る
学
校
や
職
業
が
あ
る

か
ら 

自
分
の
成
績
か
ら
考
え
て 

親
が
そ
う
言
っ
て
い
る
か
ら 

兄
・
姉
が
そ
う
し
て
い
る
か
ら 

ま
わ
り
の
先
輩
や
友
達
が
そ
う

し
て
い
る
か
ら 

家
の
経
済
的
な
理
由
で
難
し
い

と
思
う
か
ら 

早
く
働
く
必
要
が
あ
る
か
ら 

そ
の
他 

と
く
に
理
由
は
な
い 

無
回
答 

生活困窮層 82  46.3  15.9  14.6  3.7  6.1  2.4  8.5  9.8  14.6  1.2  

非生活困窮層 382  48.7  11.3  10.5  6.5  1.8  1.6  4.2  7.6  23.6  2.4  

  

N =

全  体 521

小学５年生 242

中学２年生 279

0.2

0.4

25.7

23.6

27.6

20.3

19.0

21.5

27.1

25.2

28.7

24.8

28.1

21.9

1.9

3.7

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学まで 高校まで

短大・高専・専門学校まで 大学またはそれ以上

まだわからない 無回答

N =

全  体 115

小学５年生 52

中学２年生 63

1.7

1.9

1.6

40.9

28.8

50.8

17.4

15.4

19.0

11.3

15.4

7.9

24.3

30.8

19.0

4.3

7.7

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑩ 進学希望（保護者） 

 

どの段階まで進学すると思いますか（保護者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その理由は何ですか 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

お
子
さ
ん
が
そ
う
希
望
し
て
い
る
か
ら 

一
般
的
な
進
路
だ
と
思
う
か
ら 

お
子
さ
ん
の
学
力
か
ら
考
え
て 

家
庭
の
経
済
的
な
状
況
か
ら
考
え
て 

そ
の
他 

特
に
理
由
は
な
い 

無
回
答 

生活困窮層 166 33.7 18.1 16.9 15.1 3.6 9.0 3.6 

非生活困窮層 821 35.7 31.2 13.2 5.4 4.5 8.5 1.6 

 

  

中学まで 高校まで

短大・高専・専門学校まで 大学またはそれ以上

まだわからない 無回答

回答者数 =

生活困窮層 264

非生活困窮層 1,320

0.8

0.3

29.2

16.2

16.7

15.4

16.3

30.3

34.8

36.2

2.3

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑪ 重要だと思う支援 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
ど
も
の
こ
と
や
生
活
の
こ
と
な
ど
悩

み
ご
と
を
相
談
で
き
る
こ
と 

同
じ
よ
う
な
悩
み
を
持
っ
た
人
同
士
で

知
り
合
え
る
こ
と 

民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
地
域
の
人

か
ら
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

離
婚
の
こ
と
や
養
育
費
の
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
専
門
的
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る

こ
と 

病
気
や
障
が
い
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て

専
門
的
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

「
子
ど
も
食
堂
」
な
ど
の
子
ど
も
に
と

っ
て
の
生
活
支
援
が
あ
る
こ
と 

子
ど
も
の
教
育
な
ど
学
習
支
援
が
受
け

ら
れ
る
こ
と 

通
学
時
の
バ
ス
・
電
車
代
の
援
助
が
あ

る
こ
と 

生活困窮層 264  22.3  14.0  7.2  15.2  18.9  14.8  42.4  35.6  

非生活困窮層 1,320  21.9  16.3  4.0  7.7  21.7  11.0  41.7  34.5  

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

就
職
の
た
め
の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ

と 住
宅
を
探
し
た
り
住
宅
費
を
軽
減
し
た

り
す
る
た
め
の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ

と 病
気
や
出
産
、
事
故
な
ど
の
事
情
が
あ

っ
た
と
き
に
一
時
的
に
子
ど
も
を
預
け

ら
れ
る
こ
と 

子
ど
も
の
就
学
に
か
か
る
費
用
が
軽
減

さ
れ
る
こ
と 

一
時
的
に
必
要
と
な
る
資
金
を
借
り
ら

れ
る
こ
と 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

生活困窮層 264  28.8  26.5  26.9  76.9  24.6  2.7  4.9  4.2  

非生活困窮層 1,320  19.8  12.7  30.4  67.3  8.7  3.1  5.6  3.9  
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⑫ 就学援助・児童扶養手当の利用 

 

就学援助の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童扶養手当の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数＝

全  体 1,732

未就学児保護者 529

小学１年生保護者 321

小学５年生保護者 322

中学２年生保護者 341

高校生保護者 204

5.6

1.9

5.6

9.3

8.5

3.9

1.4

0.6

0.6

1.6

1.8

3.9

91.2

97.2

91.6

87.0

87.4

89.2

1.8

0.4

2.2

2.2

2.3

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

N =

全  体 1,732

未就学児保護者 529

小学１年生保護者 321

小学５年生保護者 322

中学２年生保護者 341

高校生保護者 204

5.1

2.8

3.1

5.6

10.3

3.4

3.2

1.7

1.9

3.1

5.0

6.4

89.9

95.1

92.2

89.4

82.4

87.3

1.8

0.4

2.8

1.9

2.3

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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N =

全  体 264

未就学児保護者 66

小学１年生保護者 48

小学５年生保護者 52

中学２年生保護者 63

高校生保護者 31

20.5

7.6

22.9

30.8

25.4

12.9

1.9

1.5

2.1

1.6

6.5

74.6

90.9

72.9

67.3

69.8

71.0

3.0

2.1

1.9

3.2

9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

⑬ 各種支援制度の利用 

就学援助の利用【生活困窮層】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童扶養手当の利用【生活困窮層】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

N =

全  体 264

未就学児保護者 66

小学１年生保護者 48

小学５年生保護者 52

中学２年生保護者 63

高校生保護者 31

16.7

7.6

16.7

19.2

27.0

3.2

6.1

6.1

4.2

3.8

6.3

12.9

73.5

86.4

75.0

73.1

61.9

74.2

3.8

4.2

3.8

4.8

9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑭ 他の子どもとうまくいかないこと 

 

他の子どもとうまくいかないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ 母子家庭等就業支援センター 

 

母子家庭等就業支援センターの利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

無回答

回答者数＝

全  体 667

小学５年生 324

中学２年生 343

10.9

13.3

8.7

19.3

19.1

19.5

40.0

34.9

44.9

15.6

31.8

0.3

14.1

0.9

26.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

回答者数 =

生活困窮層 264

非生活困窮層 1,320

0.4

0.3

93.9

97.8

5.7

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑯ 困っていることや悩みごとがあるとき、相談できると思う人 

 

困っていることや悩みごとがあるとき、相談できると思う人 

 

＜生活困窮層＞ 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

親 き
ょ
う
だ
い 

祖
父
母
な
ど 

学
校
の
先
生 

学
校
の
友
達 

学
校
外
の
友
達 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、 

ハ
ー
ト
フ
ル
ス
タ
ッ
フ
な
ど 

そ
の
他
の
大
人( 

放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
支
援
員
、
塾
・
習
い

事
の
先
生
、
地
域
の
人
な
ど)  

ネ
ッ
ト
で
知
り
合
っ
た
人 

だ
れ
に
も
相
談
で
き
な
い
、 

相
談
し
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 115  62.6  15.7  8.7  21.7  49.6  7.0  3.5  0.9  3.5  13.9  6.1  

小学５年生 52  69.2  19.2  13.5  25.0  51.9  7.7  3.8  1.9  3.8  13.5  7.7  

中学２年生 63  57.1  12.7  4.8  19.0  47.6  6.3  3.2  － 3.2  14.3  4.8  

 

 

＜非生活困窮層＞ 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

親 き
ょ
う
だ
い 

祖
父
母
な
ど 

学
校
の
先
生 

学
校
の
友
達 

学
校
外
の
友
達 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、 

ハ
ー
ト
フ
ル
ス
タ
ッ
フ
な
ど 

そ
の
他
の
大
人( 

放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
支
援
員
、
塾
・
習
い

事
の
先
生
、
地
域
の
人
な
ど)  

ネ
ッ
ト
で
知
り
合
っ
た
人 

だ
れ
に
も
相
談
で
き
な
い
、 

相
談
し
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 667  70.8  16.6  15.9  22.3  59.7  9.4  3.1  2.8  2.5  7.6  3.6  

小学５年生 324  78.1  19.4  24.1  29.9  56.2  10.8  1.9  3.7  0.9  6.2  4.9  

中学２年生 343  63.8  14.0  8.2  15.2  63.0  8.2  4.4  2.0  4.1  9.0  2.3  
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⑰ 家計がやりくりできない経験の有無 

家族が必要とする食料が買えないことがあったかについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜生活困窮層＞ 

 

 

 

 

 

  

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

N =

全  体 1,732

未就学児保護者 529

小学１年生保護者 321

小学５年生保護者 322

中学２年生保護者 341

高校生保護者 204

0.8

0.2

1.2

0.6

1.2

1.0

3.1

1.9

2.8

3.7

4.4

2.5

6.4

5.7

7.5

6.8

6.7

5.9

89.3

91.9

88.2

87.9

87.7

90.2

0.4

0.4

0.3

0.9

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 264

未就学児保護者 66

小学１年生保護者 48

小学５年生保護者 52

中学２年生保護者 63

高校生保護者 31

4.5

8.3

3.8

6.3

6.5

19.7

13.6

18.8

21.2

23.8

16.1

21.6

22.7

22.9

30.8

15.9

16.1

54.2

63.6

50.0

44.2

54.0

61.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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３ ヒアリング調査からみる現状 

〔対象機関・団体〕 

〔支援の内容〕 
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〔ヒアリング調査からみる課題〕 

取組１ 

家庭単位での

包括的支援 

取組２ 

子どもの 

生活支援 

取組３ 

子どもの 

就学・就労 

支援 

取組４ 

子どもの 

居場所づくり 

取組５ 

保護者の 

生活支援 
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４ 第一期計画の取組内容と課題 

取組１ 家庭単位での包括的支援 

主な取組内容 

と課題 

指標 

項目

生活困窮層 

321
生活困窮層 

（264人）
目標値

全体数 

（1,732人）

平成 28年度 

現状値

令和２年度 

現状値

令和２年度 

現状値

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

取組２ 子どもの生活支援 

主な取組内容 

と課題 

指標 

項目 

生活困窮層 
321  

生活困窮層 
（264人） 

目標値 

全体数 
（1,732人） 

平成 28年度 
現状値 

令和２年度 
現状値 

令和２年度 
現状値 

 

取組３ 子どもの就学・就労支援 

主な取組内容 

と課題 

指標 

項目 

生活困窮層 
321  

生活困窮層 
（264人） 

目標値 

全体数 
（1,732人） 

平成 28年度 
現状値 

令和２年度 
現状値 

令和２年度 
現状値 
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取組４ 子どもの居場所づくり 

主な取組内容 

と課題 

指標 

項目 

生活困窮層 

321  
生活困窮層 

（264人） 
目標値 

全体数 

（1,732人） 

平成 28年度 

現状値 

令和２年度 

現状値 

令和２年度 

現状値 

 

取組５ 保護者の生活支援 

主な取組内容 

と課題 

指標 

項目 

生活困窮層 
321  

生活困窮層 
（264人） 

目標値 

全体数 
（1,732人） 

平成 28年度 
現状値 

令和２年度 
現状値 

令和２年度 
現状値 
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３ 計画の基本的な考え方 

 

 

 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

誰一人も取り残さない 

すべての子どもが健やかに 

育ち、育てられる地域共生社会の実現 
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２ 課題とその解決に向けた施策展開の柱（基本方針） 

〔子どもの状況に関する分析からの課題〕 

〔保護者の状況に関する分析からの課題〕 
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基本方針１ 教育の支援  

基本方針２ 生活の安定に資するための支援  

 

［持続可能な開発目標（SDGs）］ 

［持続可能な開発目標（SDGs）］ 
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基本方針３ 保護者に対する就労の支援  

基本方針４ 経済的支援  

 

  

［持続可能な開発目標（SDGs）］ 

［持続可能な開発目標（SDGs）］ 
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３ 計画を推進する重点的な取組（計画の体系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［ 基本理念 ］ ［ 重点的な取組 ］ ［ 基本方針 ］ 

誰
一
人
も
取
り
残
さ
な
い 

す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に 

育
ち
、
育
て
ら
れ
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現 

（１）子どもの居場所づくりの充実 

（１）学校等との連携の促進 

（３）子どもの進学を支援する取組の充実 

（２）地域等での学習支援の促進 

（２）基本的な生活習慣の定着に向けた支援 

（３）子どもの自立支援に向けた取組の推進 

（４）家庭単位での包括的支援 

（１）生活困窮家庭等への就労支援の充実 

（２）子育て支援の充実 

（３）生活の安定を図るための支援の充実 

（１）子どもの生活に関する施策・制度の周知 
の充実 

（２）子どもの貧困に関する意識啓発 

１ 教育の支援 

２ 生活の安定に 
資するための支援 

３ 保護者に対する
就労の支援 

４ 経済的支援 
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４ 子どもの貧困対策の重点的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 教育の支援 

 

 

【 重点的な取組 】 

 

新規：令和４年度以降実施予定の取組 

《方向性》  拡充：実施内容等を拡充する予定の取組 

継続：第二期策定時に実施しているものを引き続き実施する取組 

   ※「新規」「拡充」の取組については、取組№へ「★」を付けています。 
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（１）学校等との連携の促進  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

1-1 
学校教育相談 
家庭児童相談 

スクールソーシャルワーク機能とし
て、地域の関係機関と連携しながら児
童生徒の課題解決のため家庭環境に福
祉的アプローチを行う。 

継続 
学校教育課 

児童養育支援室 

1-2 青少年相談 
いじめ相談など思春期の青少年の悩み
に寄り添い、青少年が身近に相談でき
る相談窓口を周知する。 

継続 学校教育課 

（２）地域等での学習支援の促進  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

1-3 
児童館におけ
る支援 

子どもたちが放課後や休日に自由に遊
び、多様な体験や交流ができ、乳幼児期
から思春期までの子どもの成長を見守
り、切れ目のない支援ができる場所と
なっている。今後は、児童厚生員研修の
実施など児童館における見守り活動の
充実を図る。 

継続 こども未来課 

1-4 
中高生の居場
所づくり 

思春期の中高生世代の子どもが、家庭
や学校以外の居場所として、一人でも
友だち同士でも自由に利用でき、自主
的な活動、体験、悩みの相談等を気軽に
できる場所を提供する。小中学生を対
象として、集団生活への適応と自立に
向けてエネルギーを蓄え、少人数での
集団生活を通して社会性を育ててい
く。若者が集まる場所として新城まち
なみ情報センターの運営を行う。 

継続 

学校教育課 

まちづくり推進課 

生涯共育課 
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№ 具体的内容 方向性 主担当課 

1-5 

生活困窮者自
立支援制度 
学習・生活支
援事業 

学業や進学の環境が十分に用意されて
いない生活困窮世帯等の子どもが成長
し、再び生活困窮に陥ることを防止す
ることを目的に実施する。学習支援の
みならず、地域に居場所を確保し、家庭
学習の習慣づけのほか、学習の動機付
けに関する支援、高校進学後の中退防
止にかかる支援を行い、社会性や他者
との関係性を育む。 

継続 福祉課 

1-6 
青少年教室・
青年講座 

青少年の学びと自立を育むため、多様
な体験や交流、学びの機会の充実を図
り、学校や家庭以外の自主的な活動や
体験の機会を提供する。 

継続 生涯共育課 

1-7 

文化・科学・
スポーツ等の
多様な体験機
会の提供 

子ども向けの文化事業や図書館まつり
の開催、専門家による野外・現地学習
会、夏休み少年スポーツ教室、親子で参
加する共育講座など様々なイベントを
開催し、「社会教育」として地域の子ど
もと大人が強く関わりを持つ機会の拡
充を行い、子どもたちの自己肯定感の
向上を図る。 

継続 生涯共育課 

 



 
44 

（３）子どもの進学を支援する取組の充実  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

1-8 

奨学制度など
教育費負担軽
減の情報収集
と提供 

私立高等学校等に在籍している生徒を
対象に授業料補助金制度を設けてお
り、対象の家庭には案内を送付してい
る。今後も継続して奨学制度の周知徹
底を図るとともに、私立高校ガイドブ
ックを参考に、県内市町村の制度の動
向を注視する。 

継続 教育総務課 

1-9 
学用品等の負
担軽減の拡充
検討 

国の要保護児童生徒援助費補助金及び
特別支援教育就学奨励費補助金交付要
綱に基づき、支給限度額を決定し、学用
品費等の負担軽減を図っているが、県
内市町村の就学援助制度の現状や、見
直しの有無等について把握し、状況に
応じて就学援助拡充の検討をしていく
必要がある。近隣の市町村を中心に、情
報共有を密に行う。 

継続 教育総務課 

1-10 
給食費負担軽
減など就学援
助の継続 

児童または生徒が受けた給食で、保護
者が負担することになる額（実費）を支
給し、給食費の負担軽減を図っている。
今後も継続して就学援助制度の周知を
図る。 

継続 教育総務課 

1-11 

ＩＣＴ※を活
用した学習
（ＧＩＧＡス
クール構想
※） 

誰一人取り残すことなく、多様な子ど
もたちの資質・能力を育成できるよう、
効果的にＩＣＴを活用し、協働学習や
個別学習の充実を図る。 

継続 学校教育課 
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【基本方針１ 達成目標】 

 

 

指標名 
基準値 

（令和２年度） 

目標 

（令和８年度） 

就学援助で学校にかかる経費をカバーでき
ていない割合（生活困窮層） 

（中２）31.7% 減少 

学校の授業がわからない割合（生活困窮層） 
（小５）15.4% 

（中２）25.4% 
減少 
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基本方針２ 生活の安定に資するための支援 

 

 

【 重点的な取組 】 
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（１）子どもの居場所づくりの充実  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

2-1 
★ 

地域のニーズ
に応じた子ど
も食堂の開設
支援 

令和元年度から、子ども食堂・地域食堂
の開設・運営等に対する補助である「新
城市子ども食堂・地域食堂推進事業費
補助金」を継続する。また、市ホームペ
ージなどで周知を行うとともに、子ど
も食堂、地域食堂に対する需要を把握
し、必要とする方への情報提供を推進
する。 

拡充 こども未来課 

2-2 

地域特性に合
った放課後対
策の在り方、
付加価値の高
い放課後児童
クラブの検討 

鳳来寺小学校においては、放課後に共
育活動として「ぶっぽ～荘」を実施、夏
休み等の長期休みのみ「児童クラブ」を
開設する等、地域の特性に合った放課
後児童対策を実施している。今後も地
域事情を踏まえた放課後児童対策を検
討し実施する。 

継続 こども未来課 

2-3 

子ども食堂等
におけるピア
サポーター※

の養成と参加
促進 

子ども食堂への参加者や子ども食堂に
関心のある方とのコミュニケーション
を図り、ピアサポーターとしての参加
を促すための関係性を築き、子ども食
堂の活動充実を図る。 

継続 こども未来課 

2-4 
★ 

子ども食堂の
コミュニテ
ィ・ビジネス
※化の検討 

子ども食堂を市域全体で拡がっていく
よう引き続きコミュニティ・ビジネス
として地域が運営できるよう制度設計
等の方策及び、新城市版子ども食堂開
設マニュアルの作成を検討する。 

拡充 こども未来課 

2-5 
★ 

放課後児童ク
ラブ利用料の
応能負担化ま
たは減免対象
の拡充検討 

応能負担化または減免対象の拡充につ
いて、生活困窮層の保護者により効果
的な支援につながる制度づくりができ
るよう、実施に向けて検討を進める。 

拡充 こども未来課 
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（２）基本的な生活習慣の定着に向けた支援  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

2-6 
★ 

こども園給食
での味覚の幅
を広げ、咀し
ゃくを促す献
立の継続 

献立表に食生活のアドバイスを掲載す
るなど、咀しゃくを促す煮干しや切り
干し大根など献立に取り入れ食生活の
推進を図っているが、朝食の欠食児へ
の取組が必要となっている。咀しゃく
を促す献立は継続しつつ、朝食の欠食
児の改善を図る取組を取り入れてい
く。 

拡充 こども未来課 

2-7 

こども園での
家庭で料理の
お手伝いがで
きるようにな
るための食育
の実施 

自園で採れた野菜を使って子どもたち
と調理し、作り方をおたよりに載せて
家庭につなぐことができたが、コロナ
禍により、他の取組方法を考えていく
必要がある。コロナ禍により、子どもた
ちと調理ができない間は、絵本を使う
など、子どもの好きなレシピをおたよ
りに載せて食育の推進を図る。 

継続 こども未来課 

2-8 

フードバンク
※の周知と必
要な家庭への
利用普及の推
進 

家庭の様々な事情により、緊急的に子
どもが食べるものに困った場合の対応
として、食のセーフティネットである
「フードバンク」の存在の周知を図る
とともに、近隣自治体における事例を
参考とし、本市において有効な利用普
及の推進を図る。 

継続 こども未来課 
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（３）子どもの自立支援に向けた取組の推進  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

2-9 
中学生を対象
としたキャリ
ア教育の推進 

学校・家庭・地域・企業が一体となった
職場体験を実施することにより、望ま
しい職業観・勤労観を身につけるとと
もに、社会的・職業的自立に向けて、主
体的に集団や社会の中で自己を生かす
能力を育む。 
系統的なキャリア教育を進めていく事
業の一つとして、『キャリアスクールプ
ロジェクト「つなぐ」』を位置づけてい
る。小学校で培ったキャリア形成と職
場体験を核とした中学校三年間のキャ
リア教育をつなぎ、自己のキャリア形
成を図る。 

継続 学校教育課 

2-10 
★ 

義務教育修了
後の子どもへ
の自立に向け
た支援の推進 

義務教育修了後の生徒情報を関係機関
に提供する。 
子育て世代包括支援センター事業や子
ども家庭総合支援拠点事業の中で、相
談や支援の充実を図る。 

拡充 
学校教育課 

児童養育支援室 

（４）家庭単位での包括的支援  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

2-11 
子育て世代包
括支援センタ
ー事業 

妊娠期から子どもが 18歳に達するまで
の切れ目のない相談と支援を行う。「子
ども家庭総合支援拠点」との一体的な
運営を図る。 

継続 児童養育支援室 
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№ 具体的内容 方向性 主担当課 

2-12 
★ 

子ども家庭総
合支援拠点事
業 

養育環境に問題があると疑われる子ど
もや家庭支援に継続的に関わる「子ど
も家庭総合支援拠点」を設置する。「子
育て世代包括支援センター」と一体的
な運営を図る。 

新規 児童養育支援室 

2-13 
★ 

福祉型児童発
達支援センタ
ーの設置 

児童発達支援センター設置に向けて、
具体的な方向性や計画を関係機関と検
討を進める。 

拡充 
こども未来課 

児童養育支援室 

2-14 
★ 

養育支援事業 
（セカンドブ
ックスタート
事業を含む） 

セカンドブックスタート事業は初産で
概ね満１歳の幼児がいる家庭へ訪問し
て絵本の読み聞かせと絵本配布を行
う。養育支援事業は、特定妊婦や養育環
境に問題があると疑われる家庭へ保健
師が訪問する。関係機関との連携や調
整を密に行うように進める。 

拡充 児童養育支援室 

2-15 
★ 

家事育児支援
事業 

妊娠中から子どもが１歳の誕生日の前
日まで（多胎児は２歳の誕生日の前日
まで）、援助員が家庭訪問して家事や育
児を支援する。援助員の確保と援助の
質の向上を図る。 

拡充 児童養育支援室 

2-16 
★ 

産後ケア事業 
（親子愛着推
進事業を含
む） 

親子愛着推進事業は初産で産後６か月
の初産婦とその乳児に対して助産師が
母乳管理をする。産後ケア事業は母子
の休養を助産所や産科医療機関で行
い、日帰り型と宿泊型を実施。事業の周
知と事業内容の充実を図る。 

拡充 児童養育支援室 

2-17 

こども園・小
学校での「む
し歯予防健康
教室」 

こども園は園医や保健センターの歯科
衛生士に依頼して、また、小学校は養護
教諭が主となり、「虫歯予防健康教室」
を継続して実施している。現状維持と
教室開催に代わる知識の普及を図る。 

継続 
学校教育課 

こども未来課 

2-18 
★ 

すべてのこど
も園・小学校
でのフッ化物
洗口 

こども園のフッ化物洗口事業について
は、15園中 14園のこども園で実施して
いたが、新城歯科医師会と検討し令和
元年度から全こども園で実施できるよ
うになった。（小学校は一部で実施）こ
ども園については現状維持、小学校は
すべての学校で実施できるように関係
機関との調整を図る。 

拡充 
こども未来課 

児童養育支援室 
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№ 具体的内容 方向性 主担当課 

2-19 
★ 

こども園・小
学校でのフッ
化物洗口の公
費負担 

こども園のフッ化物洗口事業について
は、新城歯科医師会と検討し全こども
園で令和元年度から公費負担で実施す
ることになった。（小学校のフッ化物洗
口事業の公費負担は未実施）こども園
については現状維持、小学校はすべて
の学校で実施できるように関係機関と
の調整を図る。 

拡充 
こども未来課 

児童養育支援室 

2-20 

養育費問題等
の支援に関す
る司法書士会
との協定 

平成 29年度に司法書士会と新城市で協
定を締結した。離婚や養育費問題など
の相談に、市内の司法書士と必要に応
じて相談や紹介を行っている。 

継続 児童養育支援室 

2-21 

協議離婚等に
際しての合意
書作成などの
支援パンフレ
ットの作成 

県や国が作成している支援パンフレッ
トの有効活用を行う。 

継続 児童養育支援室 

2-22 
外国人への情
報提供 

多言語相談窓口を市役所の総合案内に
設置し行政手続の円滑化を図るほか、
ホームページの多言語翻訳機能、ポル
トガル語とやさしい日本語のＳＮＳに
よる情報発信を通して、外国人が安心
して暮らせるまちづくりを図る。 

継続 まちづくり推進課 

2-23 
日本語習得、
文化・慣習の
理解の支援 

新城市国際交流協会と協力し、日本語
教室の開催及び互いの文化を知る機会
の提供をする。日本語教室では、検定対
策クラスに加えコミュニケーションを
中心とするクラスを設置するなど、外
国人のニーズの把握に努める。 

継続 まちづくり推進課 

2-24 
★ 

ヤングケアラ
ー※の発見と
対策 

潜在化しているヤングケアラーの子ど
もたちの声を早期にキャッチして、関
係機関と連携し、家庭全体を適切な支
援に結びつけていく。 

新規 
こども未来課 

児童養育支援室 

2-25 
★ 

ひきこもり支
援等対策協議
会（仮）の実
施 

ひきこもり支援等対策協議会（仮）を開
催し、相談窓口や居場所づくりなどひ
きこもり支援体制を関係機関と協議す
る。ひきこもりについては 18歳以上も
含む。 

新規 
こども未来課 

児童養育支援室 
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【基本方針２ 達成目標】 

 

指標名 
基準値 

（令和２年度） 

目標 

（令和８年度） 

親の子育てに対する気持ち（親の自己肯定
感）の割合（生活困窮層） 

・家族として絆が芽生えた 

・この子を産んでよかったと思える 

・子どもの成長が楽しい 

 

 

84.5% 

96.6% 

95.4% 

増加 

はっきりした理由もないのに不安になった
り、心配したりした経験割合（生活困窮層） 

31.8% 減少 

規則正しい生活のリズムができている割合
（生活困窮層） 

78.1% 増加 
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すべての子どもと子育て世帯を取り巻くイメージ 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての子どもと 

子育て世帯 

こども未来課・児童養育支援室

子育て世代包括支援センター 子ども家庭総合支援拠点（新） 

家庭単位での包括的支援のための機能拡充 

 

要保護児童対策地域協議会 
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 基本方針３ 保護者に対する就労の支援 

 

【 重点的な取組 】 

 

（１）生活困窮家庭等への就労支援の充実  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

3-1 
ひとり親世帯
への自立支援
の充実 

ひとり親世帯の就労による自立を図る
ため、ハローワーク等関係機関と連携
を図りながら、相談・助言等を行う。 

継続 こども未来課 

3-2 
★ 

ひとり親家庭
相談支援業務 

ひとり親世帯が抱える様々な問題に関
する相談に母子・父子自立支援員が応
じ、必要な支援を行う。現在母子・父子
自立支援員は家庭児童相談員兼務のた
め、今後母子・父子自立支援員の増員等
を行い、相談支援を充実させる。 

拡充 児童養育支援室 

3-3 
★ 

母子・父子自
立支援プログ
ラム 

児童扶養手当受給者の自立を促進する
ため、就職支援を実施する。現在母子・
父子自立支援員は家庭児童相談員兼務
のため、今後母子・父子自立支援員の増
員等を行い、就職支援を充実させる。 

拡充 児童養育支援室 

3-4 
ひとり親家庭
就労促進事業 

ひとり親家庭の父・母及び寡婦に対し、
就労に必要な資格技能を習得するため
の講習を受ける経費を助成する。 

継続 児童養育支援室 
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№ 具体的内容 方向性 主担当課 

3-5 
母子・父子家
庭自立支援給
付金事業 

就業に結びつきやすい資格取得のため
の養成訓練受講中、母子・父子家庭自立
支援給付金を支給することにより、生
活の負担の軽減を図り、資格取得を容
易にする。 

継続 児童養育支援室 

（２）子育て支援の充実  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

3-6 
一時預かり事
業 

認定こども園で一時的に子どもを預か
る。現在は市内公立こども園３カ所で
一時保育を実施している。保護者のニ
ーズに併せて保育士の確保に努め継続
して実施する。 

継続 こども未来課 

3-7 延長保育事業 

保育所・こども園等へのお迎えが、基本
の保育時間（施設が設定する時間帯、標
準時間認定11時間、短時間認定８時間）
を超える場合に延長して保育する。保
護者のニーズに併せて保育士の確保に
努め継続して実施する。 

継続 こども未来課 

3-8 
妊婦全戸訪問
事業 

妊娠届出時の面接とアンケートをもと
に、妊娠中から支援が必要な妊婦に対
しては、保健師が訪問支援をしている。
来所面接や電話など、妊婦の希望に沿
った支援も行っている。妊婦が安全に
出産を迎えられるために、必要な支援
を提供していく。 

継続 健康課 

3-9 

乳児家庭全戸
訪問事業「こ
んにちは赤ち
ゃん事業」 

生後４か月までの乳児のいるすべての
家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞
き、子育て支援に関する情報提供、親子
の心身の状況や養育環境等の把握及び
助言を行っている。支援が必要な家庭
に対しては関係機関と連携して適切な
サービス提供に結びつけている。親子
が健康で安全に生活ができるように今
後も関係機関と連携して支援をしてい
く。 

継続 健康課 
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№ 具体的内容 方向性 主担当課 

3-10 予防接種事業  

病気から子どもを守り、感染症に対す
る抵抗力をつくるために予防接種を実
施する。安全に予防接種が受けられる
ように、保護者への説明、関係者への周
知を行う。 

継続 健康課 

（３）生活の安定を図るための支援の充実  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

3-11 
★ 

生活困窮者自
立支援制度 
生活困窮者等
就労準備事業 

就労意欲の低下や、就労に必要な実践
的な知識・技能等の不足、基本的な生活
習慣に課題を有するなど複合的な理由
により、就労に向けた準備が整ってい
ない生活困窮者等に対して、その段階
に応じて一般就労に向けた準備として
の基礎能力の形成からの支援または就
労意欲の喚起や日常生活習慣の改善を
計画的かつ一貫して実施し、生活困窮
者等の自立促進を図る。 

拡充 福祉課 

3-12 

生活困窮者自
立支援制度 
家計改善支援
事業 

家計に問題を抱える生活困窮者からの
相談に応じ、相談者とともに家計の状
況を明らかにすることで相談者の生活
の再生に向けた意欲を引き出す。また、
家計支援プランの作成、必要な情報提
供、専門的な助言及び指導等を行い、相
談者自身の家計を管理する力を高め、
早期に生活が再生されることを支援す
る。 

継続 福祉課 

3-13 
★ 

生活困窮者自
立支援制度 
生活困窮者自
立相談支援事
業 

生活困窮者自立相談支援事業は、生活
困窮者からの相談に早期かつ包括的に
応ずる相談窓口となっている。新城市
では社会福祉協議会への委託により
「新城市くらし・しごとサポートセン
ター」で実施している。ここでは、生活
困窮者の抱えている課題を適切に評
価・分析し、その課題を踏まえ、制度・
サービスの紹介や「自立支援計画」を作
成するなどの支援を行う。センターで
は、「自立相談支援事業」のほか、「家計
改善支援事業」、「学習・生活支援事業」
を実施し、委託により実施する「就労準
備支援事業」と連携した運用を一体的
に行う。 

拡充 福祉課 
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【基本方針３ 達成目標】 

 

指標名 
基準値 

（令和２年度） 

目標 

（令和８年度） 

正社員・正規職員・会社役員の割合 

（生活困窮層） 

（母親）15.9% 

（父親）63.3% 
増加 

母子・父子家庭自立支援給付金支給件数 0件 
増加 

（目標：延べ５件） 
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基本方針４ 経済的支援 

 

【 重点的な取組 】 

 

 

（１）子どもの生活に関する施策・制度の周知の充実  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

4-1 
★ 

放課後児童ク
ラブ利用料の
減免 

放課後児童クラブの利用について、生
活保護世帯または就学援助世帯の利用
料を減免する。生活保護世帯について
は利用料を免除している。就学援助世
帯負担軽減を検討する。 

新規 こども未来課 

4-2 児童扶養手当 

家庭生活の安定と児童の健全育成を図
るため、父または母と生計をともにし
ていない、18 歳に達する日以後の最初
の３月 31日まで（一定の障害がある場
合は 20歳まで）の児童を養育している
保護者等に支給する。制度の改正等に
対応し手当支給を継続する。申請手続
きの電子化も検討する。 

継続 こども未来課 
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№ 具体的内容 方向性 主担当課 

4-3 児童手当 

児童の健全育成を図るため、中学校修
了前までの児童を養育している保護者
に手当を支給する。制度の改正等に対
応し手当支給を継続する。申請手続き
の電子化も検討する。 

継続 こども未来課 

4-4 
出産育児一時
金 

国民健康保険被保険者が出産する際、
分娩に必要な費用についての出産育児
一時金を市が当該世帯主（被保険者）に
代えて医療機関に支払う。 

継続 保険医療課 

4-5 
母子家庭等医
療費助成制度 

母子家庭等(18 歳に達する日以後の最
初の３月 31日までの間にある児童を扶
養していて、前年の所得が制限額未満
である家庭)に対し、保険診療の医療費
自己負担額を助成する。 

継続 保険医療課 

4-6 
子ども医療費
助成制度 

中学校修了前までの児童にかかる保険
診療の医療費自己負担額を助成する。
高校生等にかかる保険診療の医療費自
己負担額(入院のみ)を助成する。 

継続 保険医療課 

4-7 

生活保護法に
よる各種扶助
費（住宅扶助
費） 

生活保護受給者に対し、不足分につい
て、住宅扶助（住居費、補修その他住宅
の維持のために必要なもの）を行う。 

継続 福祉課 

4-8 
住居確保給付
金 

離職や自営業の廃止、または個人の責
任・都合によらない就業機会等の減少
により離職や廃業と同程度の状況にな
り、経済的に困窮し、住居を喪失した人
または喪失するおそれのある人を対象
に、家賃相当分の給付金を支給する。 

継続 福祉課 

4-9 
住宅確保要配
慮者への居住
支援サービス 

高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確
保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸
住宅の情報提供を行う。 

継続 福祉課 

4-10 
市営住宅の費
用負担の軽減 

子どもを扶養している所得が少ないひ
とり親に対し、市営住宅の家賃算定の
際、世帯所得額から控除を行う。 

継続 都市計画課 

4-11 
市遺児手当の
見直しを含め
た在り方検討 

市遺児手当については少額の現金給付
となっており、貧困世帯への生活支援
という観点からは効果が限定されてい
る。市遺児手当については所得制限を
設け支給対象を見直すとともに、余剰
財源を児童クラブ保護者負担金減免な
ど間接的な負担軽減に充当し、貧困対
策を充実する方向に改正することを検
討する。 

継続 こども未来課 

4-12 
★ 

ファミリー・
サポート・セ
ンター事業利
用料の減免 

ファミリー・サポート・センター事業の
利用については、多子世帯・ひとり親家
庭等・多胎児世帯の方が援助員から育
児の援助を受けた場合に利用料の負担
減を検討する。 

新規 こども未来課 
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（２）子どもの貧困に関する意識啓発  

【 取組内容 】 

№ 具体的内容 方向性 主担当課 

4-13 

ホームページ
やアプリを活
用した子育て
情報の充実 

子育て中の世帯が気軽に携帯、スマー
トフォン等から情報を確認し、相談で
きるよう、ホームページやアプリ、メデ
ィア等の情報媒体を有効に活用した相
談窓口の周知、情報提供の充実を図る。 

継続 
こども未来課 

児童養育支援室 

4-14 

直接的なアプ
ローチによる
情報提供の充
実 

制度を知らない、申請できないために
支援を受けられないことがないように
セカンドブックスタート事業による家
庭訪問や様々な機会にパンフレットを
配布し、取りこぼすことのないよう情
報提供を図っていく。 

継続 
こども未来課 

児童養育支援室 

4-15 

子育て情報ナ
ビ「咲くら」
での食育レシ
ピ掲載 

子育て情報ナビ「咲くら」で、定期的に
旬の野菜を生かした食育レシピを掲載
している。定期的に食育レシピを掲載
できるように取材や情報収集が必要。
現状を維持できるようにする。 

継続 児童養育支援室 

4-16 
★ 

子育てオンラ
イン相談、子
育てオンライ
ン広場 

スマートフォン、タブレット、パソコン
等のビデオ通話機能で保護者が自宅等
から相談できる「子育てオンライン相
談」や、オンライン会議ツールを利用し
て子育て中の親子が交流できる「子育
てオンライン広場」を実施する。 

新規 
こども未来課 

児童養育支援室 
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【基本方針４ 達成目標】 

 

指標名 
基準値 

（令和２年度） 

目標 

（令和８年度） 

生活困窮層の割合 17.4% 減少 
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参考資料 

 

 

１ 策定経過 
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  ２ 新城市子ども・子育て会議委員名簿 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


